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五條市立養護老人ホーム花咲寮 

指定管理者募集要項 

 

 

第１ 募集の趣旨 

五條市立養護老人ホーム花咲寮の管理運営について、サービスのさらなる向上と効率的な運営

を図るため、地方自治法第２４４条の２第３項及び五條市立養護老人ホーム条例の規定に基づき、

次のとおり指定管理者を募集します。 

 

 

第２ 施設の概要 

五條市立養護老人ホーム花咲寮 

（１）名 称  五條市立養護老人ホーム花咲寮（以下「花咲寮」という。） 

（２）所在地  五條市二見５丁目３番６３号 

（３）概 要  別紙「五條市立養護老人ホーム花咲寮指定管理者による管理業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり。 

 

 

第３ 募集に際しての諸条件 

１ 管理の基準 

（１）地方自治法等の関係法令、並びに、五條市立養護老人ホーム条例及び同施行規則の規定を

遵守すること。 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（３）業務に関連して取得した利用者等の個人情報を適切に取り扱うこと。 

（４）施設の維持、設備保守点検等に関する関係法規を遵守すること。 

    ※関係法規＝消防法、労働安全衛生法、建築基準法、電気事業法等に関する法律等 

（５）その他、別紙「仕様書」を参照してください。 

（６）管理の基準に関する細目的事項は、指定の議決後、協議のうえ協定で定めます。 

  

 ２ 指定の期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間）とします。 

※指定を受けた日から令和９年３月３１日までは引継ぎ期間とします。 

 

 ３ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲は別紙「仕様書」のとおりとします。 

 

４ 業務の役割分担一覧表 

指定管理者と五條市（以下「市」という。）の業務等の分担は次の区分により行うこととし

ます。 
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内     容 指定管理者 市 

施設の保守点検（法定点検を含む） ◎  

施設の維持管理(備品を含む) ◎  

安全衛生管理 ◎  

施設の損傷 管理上の瑕疵に係るもの ◎  

上記以外 協議事項 

利用者の損害 管理上の瑕疵に係るもの ◎  

上記以外 協議事項 

個々の業務の委託 ◎  

火災保険の加入  ◎ 

施設損害賠償責任保険等の加入 ◎  

行事傷害賠償責任保険等の加入 ◎  

五條市立養護老人ホーム花咲寮の法的管理 

(占用及び行為許可等) 
 ◎ 

五條市立養護老人ホーム花咲寮の管理運営 

(企画調整、利用指導、案内、警備、利用促進活動等) 
◎  

日常利用に対する要望への対応 ◎  

災害時対応 

(待機等連絡体制確保、被害調査、報告、応急措置) 
◎  

災害復旧 (本格復旧)  ◎ 

事業終了時の対応（撤収・施設等の原状回復・引継ぎ） ◎  

※備品の更新等購入を要するものについては、原則として指定管理者が調達し、購入にあたっ 

ては事前に市と協議すること。なお、指定管理者が調達した備品の帰属先は指定管理者とす 

る。 

 

５ 管理に要する経費 

指定管理者は、施設の管理に要する経費を、五條市が支払う指定管理料、五條市からの老人

保護措置費収入、他市町村からの老人保護措置費収入、特定施設入居者生活介護事業の収入、

その他収入（ショートステイ、不在者投票事務等）、契約入所の収入、自主事業の収入によっ

て賄うこととします。 

指定管理料は、別紙「仕様書」で定める額の範囲内で応募団体から提案を求めます。 

指定期間中に市が支払う指定管理料の額は、事業計画書の収支予算書で提示のあった金額

を上限に、年度毎の予算の範囲内で別途指定管理者と市との間で締結する協定書で定めます。

詳しくは別紙「仕様書」を参照してください。 

経理は会計年度（４月１日から３月３１日まで）毎に区分してください。 

また、指定管理業務に係る会計は、法人等の他の事業の会計と区分して整理してください。 

 

６ 損害賠償義務 

指定管理者は故意または過失により施設等を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の

負担により原状回復しなければなりません。また、市に損害が生じた場合はその損害を賠償し

なければなりません。 
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また、業務の実施において、第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しな 

ければなりません。ただし、その損害が指定管理者の責めに帰すことができない事由による場

合は、その限りではありません。 

市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償

した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費用を求償するこ

とができるものとします。 

 

 

第４ 応募の手続 

１ 申請資格及び資格要件 

（１） 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定期間中、仕様書等に掲げる業務を 

 安全円滑に管理運営でき、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定す 

る社会福祉法人かつ社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項第３号に規 

定する事業（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム）または同法 

第２条第２項第４号に規定する事業（障害者支援施設）のいずれかを近畿２府４県 

（京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県）で５年以上運営し良好な経 

過と実績を有していること。 

（２）下記「５ 募集要項説明会」に参加している法人 

（３）上記（１）（２）に加えて次の各号に掲げる要件を満たしていること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

②国税、地方税及び五條市に対する債務について、滞納のない者であること。 

③募集開始日から指定を受けた日までの間に、五條市建設工事等請負契約に係る入札参

加停止措置要綱又は五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領による入札

参加停止等の措置を受けていない者であること。 

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされ

ている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

⑤次の暴力団等排除措置要件に該当していない者 

ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常

時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法

人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあって

はその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（五

條市暴力団排除条例(平成２４年３月五條市条例第７号)第２条第２号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）である。 

イ 暴力団(五條市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 

ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は

第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。 

オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難され
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るべき関係を有している。 

２ 提出書類 

応募にあたっては、以下の書類等を市に提出していただきます。 

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

① 五條市立養護老人ホーム指定管理者指定申請書(様式１(規則様式第１号)) 

② 五條市立養護老人ホーム指定管理者事業計画書(様式２(規則様式第２号)) 

③ 五條市立養護老人ホーム収支予算書(様式３(規則様式第３号)) 

④ 定款及び登記事項証明書 

⑤ 申請書を提出する日の属する事業年度の団体の事業計画書、収支予算書 

⑥ 申請書を提出する日の属する事業年度の前３事業年度の事業報告書、収支決算書及び

貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類 

⑦ 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類(様式４) 

⑧ 応募資格（３）の②に該当する旨を証明する書類 

⑨ 代表者及び役員の氏名、住所、略歴を記載した書類 

⑩ 職員配置計画（様式６） 

⑪ 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(様式７) 

⑫ その他市が必要と認めるもの 

 

３ 提出部数 

正本（法人名入り）１部及び副本（法人名無記載）５部 

※副本は正本の複写で、Ａ４サイズに統一して下さい。 

副本は選定委員審査用として使用します。ヒアリングは法人名を伏せて行うため、法人名

は無記載で提出してください。 

※正本及び副本の確認後、正本データ（ＰＤＦ形式）を電子メールでいただきます。 

 

４ 募集要項及び仕様書の配布 

（１）配布期間 令和７年１１月１８日（火）～令和７年１２月８日（月） 

（２）配布方法 五條市ホームページ（http://www.city.gojo.lg.jp）よりダウンロードし 

 てください。 （事業者向け→指定管理制度→指定管理者を募集する施設） 

 

５ 募集要項説明会及び現地説明会の開催 

（１）募集要項説明会及び現地説明会 

日時：令和７年１２月５日（金）午前１０時から午後４時（午後０時から午後１時は除

く） 

時間については調整後ご連絡します。 

希望者が多い場合は日程を調整させていただく場合があります。 

場所：五條市立養護老人ホーム花咲寮 

※募集要項説明会の参加が応募資格になっています。 

（２）その他 

参加を希望される場合は、法人の名称及び参加する方の氏名を令和７年１１月２８日

（金）午後５時までにＦＡＸ又は電子メールにてお申込みください。連絡がない場合は参

加できません。１法人につき３名までとします。 

http://www.city.gojo.lg.jp/
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・ＦＡＸ          0747-26-1605 五條市立養護老人ホーム花咲寮 

        ・電子メールアドレス  hanasakiryo@city.gojo.lg.jp 

     ※ＦＡＸ又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認

をお願いします。 

 

６ 質問事項の受付 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１）受付期間 

令和７年１１月１８日（火）～令和７年１２月１２日（金）午後５時まで 

（２）受付方法等 

質問書(様式５)に記入のうえ、ＦＡＸ又は電子メールで提出して下さい。 

回答は、取りまとめた上、令和７年１２月１９日（金）頃に質問者全員にＦＡＸ又は電子

メールで行うとともに、五條市のホームページに掲載します。 

・FAX   0747-26-1605 五條市立養護老人ホーム花咲寮 

・電子メールアドレス hanasakiryo@city.gojo.lg.jp 

・ホームページアドレス http://www.city.gojo.lg.jp 

※電話又は来訪など口頭による質問は受け付けません。 

※ＦＡＸ又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認 

をお願いします。 

 

７ 応募書類の提出方法、提出先 

（１）受付期間 令和７年１２月８日（月）～令和７年１２月２６日（金） 

          ※祝日・土・日を除く午前９時から午後５時まで 

（２）提出先  〒637-0071 奈良県五條市二見５丁目３番６３号  

                       五條市立養護老人ホーム花咲寮  

（３）提出方法 持参又は郵送にて提出してください。 

※ただし、郵送の場合は書留郵便により、令和７年１２月２６日（金）午後５時までに必

着のこと。 

                                                                  

８ 留意事項 

（１）提案は、１法人につき１提案とします。複数の応募はできません。 

（２）応募者の中で同一人物が代表者を兼ねることはできません。 

（３）一度提出された書類は変更することはできません。 

（４）提出書類は返却できません。 

（５）必要に応じ、追加書類の提出を求めることがあります。 

（６）提出書類に虚偽の記載があった場合又は応募に際して公正な競争を制限する行為を行

った場合は、失格とします。 

（７）応募等に要する経費は応募者の負担とします。 

 

 

第５ 選定方法 

１ 選定の進め方 

http://www.city.gojo.lg.jp/
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令和８年１月に開催予定の五條市指定管理者候補選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、各選定委員が「３ 選定の審査基準」に沿って評価し、その結果を基に総合的な評

価を行ったうえで、最も適切に施設を管理できると認める法人を指定管理者の候補者として

選定します。 

選定にあたっては、応募書類に基づく書類審査のほか、応募者である法人の代表者又は代理

の方に応募書類の内容等についてヒアリングを実施します。 

 

 審 査 項 目 採 点 判 断 基 準 

１ 運営実績について 

 

 

【２５点】 

（１）法人の財政状況が安定しており、施設管理を継続的・安定的

に行う能力を有しているか 

（２）同規模施設の運営実績があり、適切に運営しているか 

（３）環境に配慮した取り組みを行っているか 

２ 管理運営体制について 

 

 

【２０点】 

（１）人材の確保、職員の配置は出来ているか 

（２）職員の体制、配置における工夫はされているか 

（３）職員の資質向上に取り組んでいるか 

（４）虐待防止に向けた取り組みが講じられているか 

３ 事業計画及び収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４５点】 

（１）計画内容は、花咲寮の運営方針と整合し、具体的で適切    

か 

（２）適切で実現可能な収支計画を立てているか 

（３）管理経費縮減の方策の提案があるか 

（４）サービスの向上、新たな利用促進につながる取り組みの具体

的な提案があるか 

（５）地域社会貢献についての提案があるか 

（６）災害時、緊急時の対応策や防犯、防災、事故防止対策等、危

機管理の対応に適切に行う体制が整備されているか 

（７）施設内感染症、夜間緊急時等における体制が整備されている

か 

（８）個人情報保護について適切な対策は講じられているか 

（９）苦情・トラブルに対する対応及び防止について具体的な対応

策は講じられているか 

４ 運営管理費について 

【１０点】 

指定管理料の上限額に対する提案額の割合 

※提案額は指定管理料の上限額を超えてはならないものとする。 

応募者が１法人のみであった場合にも、応募資格に適合しているかどうか、事業計画書の内

容等が選定基準に適合しているかどうか等について、選定委員会において審査します。 
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２ 選定委員の構成 

選定委員は、五條市指定管理者候補選定委員会条例施行規則に基づく委員で構成すること

としています。 

 

３ 選定の審査基準等 

選定の審査基準及び配点は次のとおりとします。 

選定委員会が一定の評価に達した法人がないと判断する場合は、候補者なしとします。な

お、一定の評価とは、１００点満点に換算して７０点以上の審査得点であることとします。 

また、指定管理者候補者の取り消しや辞退等も想定されることから、一定の評価に達し   

た法人の中で、指定管理者候補者の次に評価点の高い法人を、次点の候補者として予め選定委

員会において決定します。（次点候補者の有効期間は、指定管理者候補者が、選定委員会にお

いて指定管理者候補者と決定した日か１２か月間とします。） 

 

４ 選定結果の通知等 

選定結果については、各応募者に文書で通知します。また、五條市のホームページ等で申 

請団体名、審査結果等の公表を予定しています。 

 

 ５ 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者の選定後、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、五條市議

会へ指定管理者の候補者を指定管理者とする議案を提出し、議決を経て指定管理者を指定す

ることになります。ただし、市議会の議決を経るまでの間に、指定管理者の候補者を指定管理

者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理者に指定しな

いことがあります。 

五條市議会の議決が得られない場合等、指定管理者の指定を行うことができない場合にお

いても、指定管理者の候補者が施設の運営準備に関して支出した費用等については、市は一切

補償しません。 

 

 

第６ 無効又は失格 

次の事項に該当する場合は、応募を無効とすることがあります。また、指定管理者候補者に選

定後あるいは指定の議決後であっても、選定を取り消すことがありますので留意願います。 

（１）応募書類の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかった場合 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（３）応募書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

（４）応募書類に虚偽の内容が記載されている場合 

（５）選定に関する不当な要求をした場合 

（６）正当な理由なくして協定の締結に応じない場合 

（７）管理の開始までに、確実に事業が履行される見込みがないと認められる場合 

（８）財務状況の悪化や社会的信用を著しく失うなど、指定管理者として相応しくないと認め

られる場合 

（９）その他不正な行為があった場合 
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第７ 指定後の手続 

１ 協定の締結 

業務内容に関する細目的事項等について、指定管理者と市との間で協議のうえ、協定を締結

します。協定の主な内容は下記のとおりです。 

（１）業務内容に関する事項 

（２）指定管理料の額及び支払い方法、利用料金等に関する事項 

（３）管理の基準に関する事項 

（４）事業計画書、業務報告書等に関する事項 

（５）損害賠償に関する事項 

（６）その他指定の取消等に関する事項 

 

２ 協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、

協定を締結しないことがあります。 

（１）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき 

（２）財政状況の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき 

（３）著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として相応しくないと認められるとき 

 

３ 引継ぎ 

指定管理者は、指定期間の始期（令和９年４月１日）から円滑に業務ができるよう、協定締

結後速やかに引継ぎを受けるものとします。 

なお、協定締結以降の指定管理業務実施にかかる準備経費については、市及び指定管理者が

それぞれ負担することとします。 

 

 

第８ 今後のスケジュール 

指定管理者による管理の開始までのスケジュールは次のとおり予定しています。 

項目 予定期日 

募集要項及び仕様書の配布期間 令和７年１１月１８日（火）～１２月８日（月） 

募集要項説明会及び現地説明会 

※申込みは令和７年１１月２８日（金）まで 

令和７年１２月５日(金） 

午前１０時から午後４時の間 

質問書の受付期間 令和７年１１月１８日（火）～１２月１２日（金） 

午後５時まで 

質問書の回答期限 令和７年１２月１９日(金）頃 

指定応募書類の受付期間 令和７年１２月８日（月）～１２月２６日（金） 

午後５時まで 

選定委員会 令和８年１月予定 

審査結果公表、応募者へ選定通知 令和８年２月予定 

指定管理者の指定の議決 令和８年３月（３月議会） 

協定の締結 令和８年３月予定 

管理運営のための準備及び引継ぎ期間 協定締結後～令和９年３月３１日（水） 
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第９ 様式 

（１）五條市立養護老人ホーム指定管理者指定申請書(様式１(規則様式第１号)) 

（２）五條市立養護老人ホーム指定管理者事業計画書(様式２(規則様式第２号)) 

（３）五條市立養護老人ホーム収支予算書(様式３(規則様式第３号)) 

（４）組織、事業内容その他申請者の概要(様式４) 

（５）質問書(様式５) 

（６）職員配置計画（様式６） 

（７）暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(様式７) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

指定管理者による管理運営の開始 令和９年４月１日（木） 
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お問い合わせ先 

       

        〒637-0071   奈良県五條市二見５丁目３番６３号 

五條市役所あんしん福祉部  

介護福祉課 花咲寮 

                 TEL   0747-22-2939 

                 FAX    0747-26-1605 


